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１．印紙税とは 1/2

国 税

地方税

会社の所得に課税

税 金

個人の所得に課税

資産の譲渡等に課税

相続･贈与により財産を取得した者に課税

契約書などの文書に課税

所得税

消費税

法人税

相続税

印紙税

その他の国税 登録免許税 など

会社や個人の所得に課税

会社や個人の所得に課税

会社や個人の所得等に課税

土地や建物等の固定資産に課税

市町村民税

事業税

道府県民税

固定資産税

その他の地方税 不動産取得税、自動車税 など

今回のテーマ！

１．主な税金の種類と印紙税の位置付け



１．印紙税とは 2/2

２．印紙税とは

① 概 要

② ポイント

 契約書や領収書等、経済取引を行う上で作成される「文書」に対して課される税金。

 「文書」に対して課税するものであり、契約行為そのものに対して課税するのではない。

③ 趣 旨

 経済取引において作成される契約書や領収書の背後には、担税力があると考えている。

 作成される全ての文書に課税するのではなく、特定の文書についてのみ課税を行うこととしている

Ａ 社 Ｂ 社

印紙税を課税

印紙税を納付

取 引

文書作成

領収書

印紙税を納付国（税務署）

契約書

●●●

●●●

●●●

印
紙

印
紙



２．どのような文書に印紙税がかかるのか

印紙税がかかる課税文書とは

① 概 要

② 定 義

課税物件とは

課税文書とは

非課税文書とは

「別表第一」に掲げる文書（１号～２０号文書）

課税物件のうち、非課税文書以外の文書

a. 別表第一のうち「非課税物件」欄に掲げる文書
ＥＸ．１号文書の場合、「契約金額が1万円未満のもの」

b. 国、地方公共団体等が作成した文書

c. その他一定のもの

＜文書の作成＞

印紙税は不要！

＜課税物件＞

印紙税が必要！ 印紙税は不要！

＜非課税文書＞＜課税文書＞



３．契約書とは

１．契約書とは

２．ポイント

① 当事者の一方のみが作成する文書であっても、当事者間の了解、商習慣に

より、契約の成立等を証するものは、契約書となる。

② 印紙税法上の契約書は、一般的に言われる契約書よりもかなり範囲が広い。

当 事 者 の 互 い の 意 思 の 合 致

一 方 の 申 込 み と 他 方 の 承 諾

文 書 の 名 称 を 問 わ ず

契 約 の 成 立 や 契 約 内 容 の 変 更 な ど

こ れ ら の 事 実 を 証 明 す る
目 的 で 作 成 さ れ る 文 書

によって成立する法律行為

これに該当するものは
全て課税対象となる。

契約とは

印紙税法上の
契約書とは



４．誰が印紙税を納めるのか

１．納税義務者

２．連帯納付義務

課 税 文 書 の 作 成 者 は 、 作 成 し た 課 税 文 書 に つ い て 、 印 紙 税 を 納 め る 義 務 が あ る 。

一つの課税文書を2以上の者が共同して作成した場合には、その2以上の者は、連帯納付義務を負う。

Ａ 社 Ｂ 社

印紙税を課税

印紙税を納付

取 引

課税文書の作成

国（税務署）

課税文書の作成者

●●●

●●●

●●●

印
紙

連帯納付義務

Ａ 社 Ｂ 社

印紙税を課税

印紙税を納付

取 引

国（税務署）

課税文書の作成者 課税文書の作成者

契約書

●●●

●●●

●●●

契約書

●●●

●●●

●●●

印紙税を納付

印
紙

印
紙



５．印紙税はどのようにして納付するのか

１．印紙税の納付方法（原則）

２．その他の納付方法

課税文書を作成した人が、定められた金額の印紙を購入し、文書に貼り付けて、これに消印を

することで納付する。

税印を押す方法（税務署に機械が設置してある）

印紙税納付計器による納付（作成者自らが納付印を押す）

書式表示による納付（申告納付）

① 印紙を購入する
② 文書に貼り付ける
③ 文書の作成者等の印章や署名で消印する

消印の目的・・・印紙の再利用の防止

⇒ 印鑑でなくても署名でもよい
⇒ 鉛筆等は不可
⇒ 共同作成文書は、誰か１人の消印でもよい。

課税文書の
作成

印
紙

印紙購入代金

②印紙の貼付
③消印

課税文書

●●●

●●●

●●●

①印 紙



６．印紙税を納付しないとどうなるのか

１．過怠税とは

３．その他

課税文書の作成者が、課税文書の作成時までに、印紙税を納付しなかった場合には、「過怠税」が徴収される。

過怠税を

徴収！

課税文書の作成 課税文書

●●●

●●●

●●●

印紙税納付せず！

印紙税を納付しなくても、その文書（契約書、領収書等）の効力には、影響がない。

過怠税として納付する金額は、法人税や所得税で、損金、必要経費にならない。

×
国（税務署）

２．過怠税の額

納 付 し な か っ た 印 紙 税 の 額

そ の ２ 倍 に 相 当 す る 金 額
+

本来の印紙税額の３倍を過怠税
として納付＝⇒原 則

納 付 し な か っ た 印 紙 税 の 額

その印紙税の１０／１００の金額
+ 本来の印紙税額の１.１倍を過怠税

として納付＝
自 ら 印 紙 税 の 未 納 を
申 し 出 た 場 合 な ど ⇒

印紙の額面金額に相当する金額 ＝ 本来の印紙税額を過怠税として納付消印しなかった場合 ⇒



７．印紙税の金額はいくらか

１．印紙税の課税標準・税率

「別表第一」の課税文書の区分に応じて定められている。

２．具体例
① １号文書の場合

（不動産等の譲渡、消費貸借に関する契約書等）

② １号文書のうち「不動産の譲渡に関する契約書」の場合

（1,000万円超で、平成23年3月末までに作成されるもの）

記載された契約金額が
1万円未満 非課税
1万円以上 10万円以下 200円
10万円超 50万円以下 400円
50万円超 100万円以下 1,000円
100万円超 500万円以下 2,000円
500万円超 1,000万円以下 1万円
1,000万円超 5,000万円以下 2万円
5,000万円超 1億円以下 6万円
1億円超 5億円以下 10万円
5億円超 10億円以下 20万円
10億円超 50億円以下 40万円
50億円超 60万円

 記載された契約金額のないもの 200円

記載された契約金額が
1,000万円超 5,000万円以下 15,000円
5,000万円超 1億円以下 45,000円
1億円超 5億円以下 8万円
5億円超 10億円以下 18万円
10億円超 50億円以下 36万円
50億円超 54万円

③ ７号文書の場合

（継続的取引の基本となる契約書）

１通につき 4,000円



８．記載金額とは 1/2

１．記載金額とは

 具体例

契約金額、受取金額など、その文書に証される事項の金額として、その文書に記載さ

れたもの。

内容 記載金額

①土地売買契約で代金3000万円なのですが・・・

②予定金額を250万円として記載したのですが・・・

③最低金額を100万円として契約したのですが・・・

④最低10万円、最高20万円と書いてあるけど・・・

⑤贈与契約なので金額が無いのですが・・・

⑥月額10万円で２年間契約したのですが・・・

⑦単価5万円で100個販売する契約なのですが・・・

①その売買金額（3000万円）

②その予定金額（250万円）

③その最低金額（100万円）

④その最低金額（10万円）

⑤記載金額なし

⑥月額×月数で計算（240万円）

⑦単価×数量で計算（500万円）



８．記載金額とは 2/2

２．消費税額の取扱い

 具体例

消 費 税 額 等 は
記 載 金 額 に 含 め な い

消 費 税 額 等 が 区 分 記 載 さ れ て い る

税込及び税抜価格の両方が記載されている

※ 消費税額等･･･消費税及び地方消費税額

契約金額 3,150,000円
（消費税額等150,000円を含む）

＜○○契約書＞②

契約金額 3,150,000円
（税抜金額3,000,000円）

＜○○契約書＞③

契約金額 3,150,000円
（消費税込み）

＜○○契約書＞④

いずれも、記載金額は 3,000,000円

①
契約金額 3,000,000円
消費税 150,000円

合計 3,150,000円

＜○○契約書＞

記載金額は 3,150,000円

本体価格と消費税額を区分記載すると、

納付する印紙税が安くなる場合がある！



＜１号文書の範囲＞

９．課税物件の内容 – １号文書 –

① 第１号の１文書

＜内 容＞
不動産、鉱業権、無体財産権、船舶、航
空機、営業の譲渡に関する契約書

＜具体例＞
不動産売買契約書
特許権譲渡契約書、営業譲渡契約書 等

② 第１号の２文書

＜内 容＞
地上権・土地の貸借権の設定又は譲渡
に関する契約書

＜具体例＞
土地賃貸借契約書

借地権譲渡契約書 等

③ 第１号の３文書

＜内 容＞
消費貸借に関する契約書

＜具体例＞
金銭消費貸借契約書

借用証書 等

④ 第１号の４文書

＜内 容＞
運送に関する契約書

＜具体例＞
運送契約書

貨物運送引受書 等



１．２号文書とは

９．課税物件の内容 – ２号文書 –

請 負 に 関 す る 契 約 書

２．請負とは

仕事の完成を約束

結果に対して報酬を払う

３．具体例

仕事の結果に関係なく、報酬が支払われるようなものは通常は該当しない。

完成すべき仕事の結果が有形、無形であるかは問わない。

⇒ 建物の建築、機械の修理、音楽の演奏、建物の清掃 等

・建築工事請負契約書 ・機械保守契約書

・演奏契約書 ・清掃業務委託契約書 等

≪民法632条≫

請負とは？

① 当事者の一方（請負人）が、

ある仕事の完成を約束し、

② 相手方（依頼人）が、

その仕事の結果に対して報酬を支払う

ことを内容とする契約

Ａ 社 Ｂ 社

＜請負人＞ ＜依頼人＞



１．７号文書とは

９．課税物件の内容 – ７号文書 –

継 続 的 取 引 の 基 本 と な る 契 約 書

３．具体例

・売買取引基本契約書 ・業務委託契約書

・銀行取引約定書 ・代理店契約書 等

（注） 契約期間が３ヶ月以内で、かつ、更新の定めがないものを除く

将来にわたり、取引開始

将来
２０１０年 ２０１１年 ２０１２年 ２０１３年

×

●●●

●●●

●●●

Ａ 社 Ｂ 社

取 引

基本契約書作成

そうしましょう！

今後の取引の
基本事項は
このように
しましょう！

 反復継続する取引に共通して適用される取引条件を定める（目的物、単価、支払方法など）。

 個々の取引については、個別の契約書を省いたり、簡単な書類で取引ができるようにする趣旨がある。

２．イメージ



＜１７号文書とは＞

９．課税物件の内容 – １７号文書 –

① 売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書

＜内 容＞
資産の譲渡、貸付、役務の提供の対価として
受取った代金等の受取書

＜具体例＞
商品売上代金の受取書
不動産の賃貸料の受取書
工事代金の受取書 等

② 売上代金以外の金銭又は有価証券の受取書

＜内 容＞
資産の譲渡等の対価に該当しないものの受取
書

＜具体例＞
保険金の受取書
借入金の受取書

返済金の受取書 等

＜ポイント＞

受取書は、その受領事実を証明するために作成する単なる証拠証書をいい、
表題形式を問わない。

⇒ 「レシート」「仮領収書」等も該当する

営業に関しないものは非課税とされる

⇒ 個人が私物を売った時に作成する受取書

⇒ 医師等、弁護士等が作成する受取書



１０．２以上の文書に該当する場合 1/3

１．「１号文書」と「１７号文書」の両方に該当する場合

２．「２号文書」と「７号文書」の両方に該当する場合

１号文書に該当する。

但し、17号の１文書の記載金額が100万円を超え、かつ、その金額が１号文書の金額

を超える場合には17号の１文書となる。

２号文書に該当する。

但し、２号文書の契約金額の記載がない場合には、７号文書となる。

－この他にもいろいろなケースがあります（1号と2号、１号と15号など）。

－作成した文書が「どの文書に該当するのか？」が最も重要となります！



１０．２以上の文書に該当する場合 2/3

（出典：国税庁ホームページ）



１０．２以上の文書に該当する場合 3/3

（出典：国税庁ホームページ）
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出典：国税庁ホームページ（抜粋）




